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山武郡市環境衛生組合一般廃棄物収集運搬業の許可に関する規則 

平成25年規則第６号 

山武郡市環境衛生組合一般廃棄物収集運搬業の許可に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以

下「法」という。）に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可について必要な事項を定

めるものとする。 

（一般廃棄物収集運搬業の許可申請） 

第２条 法第７条第１項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者

は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書（第１号様式）に必要書類を添えて管理者に提

出しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき許可を受けた者（以下「許可業者」という。）が、引き続いて

許可を受けようとするときは、許可の有効期間が満了する15日前までに、改めて前項

の許可申請書を管理者に提出しなければならない。 

３ 管理者は、前各項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、その

結果を一般廃棄物収集運搬業許可・不許可決定通知書（第２号様式）により申請者に

通知するものとする。 

（一般廃棄物収集運搬業の許可基準） 

第３条 一般廃棄物収集運搬業の許可の基準は、法令に定めるもののほか、次の各号に

定めるとおりとする。 

(１) 組合圏域内に住所を有する者（法人にあっては、組合圏域内に本社、事務所又

は営業所を有する者）であり、実際にその場所で営業を行っている者 

(２) 収集区域は組合圏域内に限ること。 

(３) 組合の定めた処理計画に従うこと。 

(４) 申請者自ら当該業務を実施するものであること。 
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(５) 組合圏域内に一般廃棄物の収集運搬に係る委託契約を締結した、又は締結しよ

うとする事務所若しくは個人を有すること。 

(６) 廃棄物の収集、運搬業務の経験年数（法人の場合にあっては、その構成員のう

ち収集、運搬業務に携わる者の３分の１以上の者の経験年数）が１年以上であるこ

と。 

(７) 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）の規定による国土交通大臣の許

可を受けた者であること。 

(８) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めた事項 

２ 前項の規定にかかわらず、管理者が、特に必要と認める場合には、許可することが

できる。 

（許可書の交付） 

第４条 管理者は、第２条の規定により許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可

証（第３号様式）（以下「許可証」という。）を交付する。 

２ 前項の許可証を毀損し、又は亡失したときは、遅滞なく一般廃棄物収集運搬業許可

証再交付申請書（第４号様式）を管理者に提出して、再交付を受けなければならない。 

３ 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

４ 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うも

のとする。 

（一般廃棄物収集運搬業の変更許可申請） 

第５条 許可業者は、法第７条の２第１項に掲げる事項を変更しようとするときは、一

般廃棄物収集運搬業変更許可申請書（第５号様式）を管理者に提出し、許可を受けな

ければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結

果を一般廃棄物収集運搬業変更許可・不許可決定通知書（第６号様式）により申請者

に通知するものとする。 

（変更許可書の交付） 
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第６条 管理者は、前条の規定により許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業変更許

可証（第７号様式）を交付する。 

（届出の義務） 

第７条 許可業者は、法第７条の２第３項に掲げる事項の届出は、次のとおりとする。 

(１) 事業の全部若しくは一部を廃止したとき 一般廃棄物収集運搬業廃止届（第８

号様式） 

(２) 住所その他環境省令で定める事項を変更したとき 一般廃棄物収集運搬業変更

届（第９号様式） 

（検査） 

第８条 管理者は許可業者が法又はこの規則に違反しているか否かを確認するため、許

可業者の業務に対して、検査を行うことができる。 

（業務改善命令） 

第９条 管理者は法第19条の３の規定により業務の改善を命ずるときは、一般廃棄物収

集運搬業業務改善命令書（第10号様式）により行うものとする。 

（許可の取消し等） 

第10条 管理者は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取消

し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

(１) 法令又はこの規則に違反したとき。 

(２) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。 

(３) 第３条に規定する許可基準に該当しなくなったとき。 

(４) 正当な理由がなく、許可を受けた日から１か月以上営業しない、又は１か月以

上業務を休止したとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、管理者が許可業者として不適当な行為があると認

めたとき。 

２ 管理者は、前項の規定により許可を取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を

命ずるときは、一般廃棄物収集運搬業許可取消書（第11号様式）又は一般廃棄物収集
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運搬業業務停止命令書（第12号様式）により行うものとする。 

（許可証の返還） 

第11条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から10日以内に許

可証を管理者に返還しなければならない。 

(１) 許可証の有効期間が満了したとき。 

(２) 許可を取り消されたとき。 

(３) 許可を受けた業務の全部を休止し、又は廃止したとき。 

２ 許可業者は、前条の規定により、業務の全部の停止を命ぜられたときは、その期間

中許可証を管理者に返還しなければならない。 

（実績報告） 

第12条 許可業者は、毎月10日までに前月分の一般廃棄物の収集運搬に関する業務の実

績を報告しなければならない。 

（補則） 

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成25年９月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月５日規則第10号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年12月７日規則第14号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年８月18日規則第５号） 

この規則は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１日規則第１号） 

この規則は、令和４年３月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第２条関係） 
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第３号様式（第４条関係） 
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第４号様式（第４条関係） 
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第５号様式（第５条関係） 
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第６号様式（第５条関係） 
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第７号様式（第６条関係） 
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第８号様式（第７条関係） 
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第９号様式（第７条関係） 
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第10号様式（第９条関係） 
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第11号様式（第10条関係） 
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第12号様式（第10条関係） 

 

 

 

 


